
【医療・保険】

（１）国民健康保険への加入

日本に１年以上滞在、または滞在予定の外国人は、国民健康保険に加入する義務がありま

す。この保険に加入すると年間保険料を支払う必要がありますが、医療費の自己負担が３割

で済みます。

国民健康保険は各市町村で申請します。申請のときに外国人登録証明書を見せる必要があ

ります。

国民健康保険証は毎年３月３１日に有効期限が切れます。３月末までに保険証を持って役

場に行き、更新してください。保険証を更新しないと４月１日以降使えなくなります。

帰国するとき又は他の市町村へ引っ越すときは、必ず保険証が発行された役場に行き、保

険証を返却してください。返却しないと引っ越した後でも保険料が請求されます。

（２）外国人留学生医療補助制度

外国人留学生が病気やけがで治療を受けた場合、治療費（国民健康保険加入による３割負

担）の８割を「日本国際教育協会」が補助します。補助金は各大学留学生担当課で申請して

ください。申請から３ヵ月後に補助金が支払われます。

〔申請に必要なもの〕

①病院の領収書

②国民健康保険証

③銀行預金通帳

（３）学生教育研究災害傷害保険

学生（留学生を含む）が正課の授業、公式行事、キャンパス内外での課外活動において不

慮の事故によって傷害を負った場合の保険です。保険料は専攻、学年によって異なります。

この保険の申込みは各大学学生課に相談してください。

（４）予防接種

定期の予防接種には、風しん、破傷風、百日ぜき、日本脳炎、ジフテリア、はしか、ポリ

オ、 などがあります。詳しくは居住地の市町村役場または保健所に問い合わせてくだBCG
さい。

→国際交流課トップページに掲載（５）多言語医療問診表（リンク）

外国人が病院に行ったとき、自分の病気やけがの状況を医師に説明するための問診内容を

診療科目別に ヵ国語で掲載されています。１３



（６）外国語で対応可能な病院

①アドベンチストメデ カルセンターイ

住 所 西原町幸地 （電話： ）８６９ ０９８－９４６－２８３３

診療科目 内科、小児科、外科、産婦人科、歯科

対応言語 英語

②アドベンチストデンタル

住 所 那覇市金城 （電話： ）５－１１－２１ ０９８－８５８－４６１８F
診療科目 歯科

対応言語 英語、スペイン語

（７）救急病院

①救急告示病院（リンク）

②休日・夜間急病診療所（リンク）

③救急当直医（病院名、診療時間等は毎日の朝刊に掲示されています ）。

④救急病院のお問い合わせ

沖縄県福祉保健部医務福祉課（電話 ）０９８－８６６－２１６９


